
 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年２月４日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第１号 

   職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の任用に関する規則（昭和32年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 

 試験の

種類 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

  試験の

種類 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

 

 職員採

用Ⅰ種

試験 

 ［略］     職員採

用Ⅰ種

試験 

 ［略］    

 社会福祉  ［略］  ［略］   社会福祉Ａ  ［略］  ［略］  

      社会福祉Ｂ    

  心理  ［略］     心理Ａ  ［略］   

        心理Ｂ    

  農学Ａ  ［略］     農学Ａ  ［略］   

  ［略］      ［略］    

   ［略］       ［略］    

  建築  ［略］     建築Ａ  ［略］   

        建築Ｂ    

  機械  ［略］     機械Ａ  ［略］   

        機械Ｂ    

  電気  ［略］     電気Ａ  ［略］   

        電気Ｂ    

  環境化学・

食品衛生 

 ［略］     環境化学・

食品衛生Ａ 

 ［略］   

        環境化学・

食品衛生Ｂ 

   

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

別表第３（第13条関係） 別表第３（第13条関係） 

 試験の種類 受験資格   試験の種類 受験資格  

 職員採用Ⅰ種試験（別表第２の職種区分の欄

に掲げる一般行政Ｂ、農学Ｂ、畜産Ｂ、林学

Ｂ、水産Ｂ及び総合土木Ｂを除く。） 

 ［略］   職員採用Ⅰ種試験（別表第２の職種区分の欄

に掲げる一般行政Ｂ、社会福祉Ｂ、心理Ｂ、

農学Ｂ、畜産Ｂ、林学Ｂ、水産Ｂ、総合土木

Ｂ、建築Ｂ、機械Ｂ、電気Ｂ及び環境化学・

食品衛生Ｂ（以下「一般行政Ｂ等」という。

）を除く。） 

 ［略］  

 職員採用Ⅰ種試験（別表第２の職種区分の欄  ［略］   職員採用Ⅰ種試験（別表第２の職種区分の欄  ［略］  



に掲げる一般行政Ｂ、農学Ｂ、畜産Ｂ、林学

Ｂ、水産Ｂ及び総合土木Ｂに限る。） 

に掲げる一般行政Ｂ等に限る。） 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に実施される岩手県職員採用Ⅰ種試験から適用する。 
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